
１ 宗教法人法を知っていますか。 

 

我が国には、宗教法人が全国で約１８万余存在しています。ひとくちに宗教法人といっ

ても、地域の神社、寺院、教会のようなものから全国的な組織をもつ教派、宗派、教団の

ようなものまで、大小さまざまですが、これらの宗教法人がすべて宗教法人法に基づいて

法人となっていることはいうまでもありません。 

ところが、実際には、宗教法人の代表役員の中には、宗教法人法の内容を良く知らない

方がいらっしゃるようです。 

もう一度、宗教法人法に何が書いてあるのか、振り返ってみませんか。 

 

宗教法人法は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、そ

の他その目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法人格

を与えることを目的として作られた法律です。 

 

第一条 この法律は、宗教団体が、礼拝の施設その他の財産を所有し、これを維持運用し、その他そ

の目的達成のための業務及び事業を運営することに資するため、宗教団体に法律上の能力を与える

ことを目的とする。 

 

宗教法人法の理念及び特徴は、次のようにまとめることができます。 

 

１ 宗教法人法の基本的理念 

（１）信教の自由と政教分離の原則 

憲法で保障された信教の自由と政教分離の原則が尊重され、行政等は宗教上の事項に

ついては調停や干渉を行ってはならないとされています。 

 

第八十五条 この法律のいかなる規定も、文部科学大臣、都道府県知事及び裁判所に対し、宗教団体

における信仰、規律、慣習等宗教上の事項についていかなる形においても調停し、若しくは干渉す

る権限を与え、又は宗教上の役職員の任免その他の進退を勧告し、誘導し、若しくはこれに干渉す

る権限を与えるものと解釈してはならない。 

 

（２）聖・俗分離の原則 

宗教法人は宗教的事項と世俗的事項の二面の機能を併せ持って

いますが、宗教法人法は宗教団体の世俗的事項に関してのみ規

定しています。 

（３）自治の尊重と自律性への期待 

宗教活動の自由を最大限に保障するため、役員の資格・任免、

必要な機関の設置、財産処分の方法等についても、できるだけ

それぞれの宗教法人の特性に応じた自主的、自律的運営に委ね

ています。 



（４）性善説 

宗教は国民の道徳基盤を支えるものです。したがって、宗教法人には非違行為はない

という考え方から、財産の処分等について、所轄庁の許可等は必要ありません。 

 

２ 宗教法人法の特徴 

（１）認証制度 

宗教法人の設立、規則の変更、合併、解散について、そのつど所轄庁の認証を得なけ

ればなりません。 

 

第二十六条 宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のた

めの手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。（略） 

 

（２）責任役員制度 

宗教法人には、必ず 3 人以上の責任役員（うち一人は代表役員）を置き、規則に別段

の定めがなければ、宗教法人の事務は責任役員の定数の過半数で決し、その議決権は、

各々平等となっています。 

 

第十八条 宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。 

第十九条 規則に別段の定がなければ、宗教法人の事務は、責任役員の定数の過半数で決し、その責

任役員の議決権は、各々平等とする。 

 

（３）公告制度 

宗教法人が重要な行為（合併、解散、財産処分等）をしようとするときには、信者そ

の他の利害関係人に公告することを義務づけています。 

 

第二十三条 宗教法人（宗教団体を包括する宗教法人を除く。）は、左に掲げる行為をしようとする

ときは、規則で定めるところ（規則に別段の定がないときは、第十九条の規定）による外、その行

為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告し

なければならない。（略） 

一 不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。 

 


